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大
宮
司
大
中
臣
精
長
の
時
代
と
遷
宮

―
近
世
前
期
の
神
宮
に
お
け
る
古
儀
復
興
の
精
神
―

音

羽

　

悟

は
じ
め
に

　

大
中
臣
精
長
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
十
二
月
六
日
に
大
宮

司
河
辺
常
長
の
弟
仁
清
の
子
と
し
て
こ
の
世
に
生
を
受
け
た
。
氏
長

者
と
目
さ
れ
た
大
中
臣
氏
の
中
で
も
河
辺
家
は
、
室
町
中
期
以
降
累

代
大
宮
司
の
要
職
を
務
め
て
い
た
。

　

父
仁
清
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
理
由
が
あ
っ
て
か
僧
と
な
り
、
家
を

捨
て
て
四
方
に
遁
世
を
し
た
。
そ
の
間
、
精
長
も
父
に
従
っ
て
流
遇

し
た
の
だ
が
、
後
に
生
ま
れ
故
郷
の
山
田
に
帰
る
機
会
を
得
た
。
そ

し
て
正
寿
院
寿
巌
に
師
事
し
慶
順
と
称
し
た
。
や
が
て
十
三
歳
に
し

て
蓄
髪
し
、
時
の
大
宮
司
辰
長
の
家
従
と
な
り
、
名
を
喜
右
衛
門
と

改
め
、
河
辺
氏
に
復
し
た
の
で
あ
っ
た
。
辰
長
は
そ
の
才
幹
を
認
め

て
経
理
に
当
た
ら
せ
、
ま
た
外
宮
権
禰
宜
の
出
口
延
佳
を
登
用
し
て

彼
に
神
典
を
学
ば
せ
た
。
辰
長
の
嗣
子
定
長
が
大
宮
司
に
補
任
さ
れ

る
と
、
彼
が
恪
勤
精
励
し
て
お
仕
え
し
た
甲
斐
も
あ
り
、
益
々
信
任

を
厚
く
し
た
。

　
『
承
応
沙
汰
文
』
に
よ
る
と
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
九
月
十
日

に
定
長
が
祭
主
と
な
る
や
、
精
長
を
推
奨
し
て
大
宮
司
に
任
命
し
、

こ
の
時
精
長
は
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。
同
十
五
日
に
精
長
は
定

長
と
共
に
両
宮
に
新
任
の
拝
賀
を
行
っ
た
。
そ
の
翌
日
、
豊
受
大
神

宮
（
外
宮
）
禰
宜
等
に
対
し
、
神
庭
に
て
総
位
階
口
宣
案
を
伝
達
し

た
。
ま
た
『
皇
継
年
序
記
』
を
見
る
と
、
十
一
月
一
日
に
は
皇
大
神

宮
（
内
宮
）
権
禰
宜
等
が
斎
館
に
て
総
位
階
の
口
宣
案
を
拝
受
し
た

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

後
に
累
進
し
て
神
祇
少
副
従
四
位
下
に
至
り
、
延
宝
三
年
（
一
六

七
五
）
四
月
に
大
宮
司
を
辞
職
し
て
、
河
辺
前
司
と
称
し
た
。
在
任

二
十
二
年
、
心
血
を
神
宮
の
興
隆
に
努
め
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

十
二
月
、
皇
大
神
宮
炎
上
の
際
、
山
田
奉
行
石
川
大
隅
守
と
協
力
し

て
一
夜
の
中
に
殿
舎
を
営
み
御
霊
代
を
鎮
め
奉
り
、
さ
ら
に
仮
殿
及

び
本
殿
の
造
営
を
司
り
、
遷
宮
を
奉
仕
し
た
。
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寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
正
遷
宮
に
は
潜
心
旧
記
を
考
証
し
て

二
宮
殿
舎
の
配
置
を
詳
ら
か
に
し
、
内
宮
に
は
二
つ
の
玉
垣
、
北
御

門
及
び
玉
垣
を
再
興
し
、
外
宮
に
は
玉
串
御
門
の
構
造
を
改
め
、
千

木
・
鰹
木
を
設
け
、
さ
ら
に
内
玉
垣
、
北
御
門
及
び
玉
垣
を
再
興
し

た
。
ま
た
摂
末
社
の
頽
廃
を
歎
き
再
興
を
計
り
、
殿
舎
を
修
築
し
た

る
も
の
四
十
座
に
及
ん
だ
。
こ
れ
が
後
世
に
名
高
い
「
寛
文
の
摂
末

社
再
興
」
で
あ
る
。

　

そ
の
他
在
任
中
、
例
幣
使
四
度
、
造
宮
使
五
度
に
亘
り
奉
仕
し
た
。

ま
た
月
読
宮
宮
域
の
廓
清
、
瀧
原
宮
及
び
同
竝
宮
の
正
遷
宮
の
復
旧
、

宮
崎
文
庫
維
持
法
の
確
立
等
に
尽
瘁
し
た
。

　

以
上
、
大
宮
司
河
辺
精
長
の
人
と
な
り
と
治
績
に
つ
い
て
略
説
し

た
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
の
第
四
十
五

回
遷
宮
斎
行
に
向
け
て
彼
が
取
り
組
ん
だ
こ
と
や
、
神
宮
の
故
実
典

礼
の
再
興
に
尽
瘁
し
た
、
そ
の
古
儀
復
興
の
精
神
に
触
れ
、
人
物
像

に
迫
り
な
が
ら
、
彼
が
生
き
た
太
平
の
世
に
し
て
神
都
と
称
さ
れ
た

伊
勢
の
町
の
様
子
、
さ
ら
に
両
宮
の
禰
宜
を
は
じ
め
と
す
る
祠
官
や

町
衆
の
動
向
な
ど
も
紹
介
し
つ
つ
拙
論
を
展
開
し
た
い
と
思
う
。

御
垣
内
の
殿
舎
・
御
門
の
復
興

　

室
町
中
期
以
降
近
世
初
期
の
神
宮
で
は
、
殊
に
内
宮
に
お
い
て
明

応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
寛
正
度
の
御
正
殿
（
当
時
は
古
殿
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
不
詳
）
が
倒
壊
し
て
か
ら
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

に
至
る
ま
で
の
八
十
五
年
間
、
仮
殿
（
朝
廷
に
神
宮
よ
り
上
奏
し
、
大

宮
司
に
仰
せ
事
が
あ
っ
て
造
営
さ
れ
る
の
が
例
で
あ
っ
た
）
ま
た
は
儲
も
う
け

殿ど
の

（
勅
裁
を
仰
が
ず
、
神
宮
の
私
力
を
以
て
建
て
る
の
が
例
で
あ
っ
た
）
を
建

て
て
急
場
を
凌
い
で
い
た
。

　

大
宮
司
大
中
臣
（
河
辺
）
精
長
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
、

外
宮
祠
官
に
し
て
神
学
・
歌
道
に
長
じ
た
度
会
（
中
西
）
信
慶
に
対

し
、
三
年
後
に
控
え
た
第
四
十
五
回
式
年
遷
宮
の
造
営
に
際
し
、
大

宮
院
の
古
儀
調
査
を
命
じ
た
。
そ
こ
で
信
慶
は
精
長
の
子
の
故
長
と

大
宮
司
家
に
仕
え
て
い
た
橘
（
小
田
）
成
近
と
共
に
同
六
年
秋
頃
か

ら
度
々
集
会
し
て
、
議
論
を
交
わ
し
た
。
三
人
が
考
証
し
た
内
容
を

問
答
形
式
に
し
た
文
書
に
纏
め
上
げ
、
翌
七
年
五
月
に
『
大
神
宮
造

制
或
問
』
を
脱
稿
し
た
。

　

そ
の
内
容
に
よ
る
と
、
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）
の
内
宮
第
四
十

回
を
以
て
正
遷
宮
は
中
絶
し
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
百
二

十
三
年
ぶ
り
に
再
興
し
た
第
四
十
一
回
遷
宮
の
造
営
は
、
御
正
殿
、

東
西
宝
殿
、
瑞
垣
一
重
と
そ
の
南
北
の
御
門
、
蕃
垣
、
玉
串
御
門

（
内
玉
垣
御
門
）、
四
ノ
鳥
居
（
中
重
）、
玉
垣
御
門
、
西
鳥
居
が
造
ら

れ
た
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
但
し
、
東
西
宝
殿
が
御
正
殿

の
左
右
に
並
ん
で
南
面
し
て
建
て
ら
れ
た
点
は
、
寛
正
以
前
に
み
ら

れ
な
い
新
儀
で
あ
っ
た
。
な
お
、
四
ノ
鳥
居
（
八
重
榊
ノ
鳥
居
。
現
在

の
中な
か

重の
え

の
鳥
居
）
は
、
外
宮
と
違
っ
て
、
内
宮
で
は
天
正
十
三
年
度

か
ら
は
じ
め
て
建
て
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
慶
安
二
年
（
一
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六
四
九
）
の
第
四
十
四
回
遷
宮
（
西
の
御
敷
地
）
よ
り
内
宮
に
お
い
て

は
、
外
幣
殿
、
斎
王
候
殿
等
が
再
興
さ
れ
（
※
但
し
そ
れ
ら
は
東
西
の

御
敷
地
の
移
動
に
関
係
な
く
、
明
治
に
至
る
ま
で
西
の
御
敷
地
に
設
置
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
っ
た
）
た
が
、
依
然
御
垣
は
一
重
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、
信
慶
等
は
中
世
以
前
の
神
宮
の
殿
舎
復
元
図
を
作
成
す

る
目
的
で
、
鎌
倉
時
代
に
編
集
さ
れ
た
『
皇
太
神
宮
年
中
行
事
』
や

『
文
永
三
年
遷
宮
沙
汰
文
』
等
を
参
考
資
料
と
し
て
、
詳
細
な
調
査

を
行
い
、
問
答
集
と
し
て
『
大
神
宮
造
制
或
問
』
を
著
し
た
の
で

あ
っ
た
。
殊
に
両
宮
の
儀
式
帳
（『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』『
止
由
気
宮
儀

式
帳
』）
を
祖
法
と
し
て
、
両
宮
御
垣
内
の
殿
舎
及
び
御
門
等
の
立

地
条
件
と
丈
尺
、
建
物
の
名
称
等
を
主
に
議
論
し
、
延
暦
当
時
（
平

安
草
創
期
）
の
大
宮
院
の
復
元
平
面
図
の
作
成
を
第
一
義
に
掲
げ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
歴
史
を
遡
及
し
奈
良
時
代
の
御
垣
内
の
様
相
は
ど
う

で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
正
倉
院
文
書
の
『
正
殿
等
飾
金
物
注
文
』

に
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
の
記
録
が
見
ら
れ
る
。
本
書
は
第
四
回

遷
宮
当
時
の
御
垣
内
の
金
銅
飾
金
物
の
目
録
に
相
当
す
る
が
、
飾
金

物
の
殿
舎
や
御
門
へ
の
配
置
及
び
奉
飾
の
様
相
を
推
定
で
き
る
。
ま

た
平
安
時
代
に
下
り
、
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
撰
述
さ
れ
た

『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
に
記
す
内
容
か
ら
殿
舎
の
復
元
が
可
能
で
あ

る
。
双
方
比
較
す
る
と
、
奈
良
・
平
安
期
の
御
垣
内
の
配
置
は
ほ
ぼ

同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
奈
良
時
代
に
は
、
ま
だ
宿

衛
屋
は
設
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
時
代
が
下
り
平
安
時

代
以
降
は
、『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
記
載
よ
り

1
、
宿
衛
屋
が
四
棟
設
置
さ
れ
て
お
り
、
瑞
垣
南
御
門
前
及
び

同
北
御
門
前
の
東
西
に
そ
れ
ぞ
れ
一
棟
ず
つ
あ
っ
た
こ
と
。

2
、
外
幣
殿
と
四
御
倉
（
御
稲
・
調
・
塩
・
鋪
設
）
は
大
宮
院
の

外
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
玉
垣
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と
。

3
、
御
垣
内
に
は
斎
内
親
王
侍
殿
（
現
在
の
四
丈
殿
）
と
女
嬬

侍
殿
が
玉
垣
御
門
（
第
四
御
門
、
現
在
の
外
玉
垣
御
門
）
前

左
右
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
。（
初
見
記
事
）

を
確
認
で
き
る
（
図
1
）。
そ
し
て
平
安
時
代
中
期
か
ら
室
町
時
代

初
期
に
な
る
と
、

図 1　皇大神宮大宮院推定図
（主として儀式帳による）

福山敏夫「神宮の建築とその歴史」
（『第六十回神宮式年遷宮神宮』〈小学館〉より転載）
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1
、
外
幣
殿
と
御
倉
四
棟
が
大
宮
院
の
外
か
ら
、
あ
る
時
期
に

御
垣
内
に
移
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

2
、『
建
久
元
年
遷
宮
神
宝
読
合
行
事
手
記
』
の
記
録
内
容
か

ら
、
儀
式
帳
記
載
の
斎
内
親
王
侍
殿
は
斎
王
候
殿
、
女
嬬

侍
殿
は
舞
姫
候
殿
（
三
節
祭
に
斎
宮
の
女
嬬
が
外
玉
垣
御
門

内
で
五
節
の
舞
を
舞
う
た
め
か
）
と
、
平
安
後
期
以
降
は
称

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

3
、
御
巫
清
直
の
考
証
に
よ
り
、
中
世
の
頃
ま
で
板
垣
内
東
部

設
置
の
南
宿
衛
屋
を
は
じ
め
、
東
西
南
北
板
垣
内
に
各
宿

衛
屋
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
。

4
、
室
町
時
代
中
期
に
は
、
第
四
十
回
寛
正
三
年
（
一
四
六
二
）

の
遷
宮
に
あ
わ
せ
、
南
面
の
瑞
垣
・
蕃
垣
・
外
玉
垣
の
三

御
門
及
び
左
右
の
御
垣
を
そ
れ
ぞ
れ
一
丈
ず
つ
南
へ
移
し
、

御
垣
内
を
拡
張
し
た
こ
と
。

が
わ
か
る
（
図
2
）。

　

そ
し
て
信
慶
等
の
調
査
の
成
果
が
造
営
工
事
に
活
か
さ
れ
、
当
時

の
内
宮
長
官
（
一
禰
宜
）
が
著
し
た
『
氏
富
記
』
や
『
寛
文
九
年
外

宮
正
遷
宮
記
』
等
に
よ
る
と
、
大
宮
司
精
長
は
寛
文
七
年
（
一
六
六

七
）
十
一
月
二
十
日
に
玉
垣
と
荒
垣
の
再
興
を
造
宮
奉
行
（
山
田
奉

行
）
桑
山
丹
後
守
貞
政
に
申
請
し
て
い
る
。
事
実
二
年
後
の
正
遷
宮

に
は
内
玉
垣
が
復
興
さ
れ
、
御
垣
は
二
重
に
な
っ
た
。
ま
た
寛
文
十

三
年
に
描
か
れ
た
『
遷
宮
奉
飾
御
金
物
図
説
』
に
は
大
宮
院
俯
瞰
図

が
登
載
さ
れ
て
お
り
、
往
事
の
御
垣
内
の
様
相
を
今
日
に
伝
え
て
お

り
、
そ
れ
に
よ
る
と
内
宮
で
は
、
宿
衛
屋
（
当
時
は
直
宿
所
と
称
し
た
）

が
玉
串
御
門
の
西
方
、
玉
垣
（
内
玉
垣
）
の
南
西
隅
に
建
て
ら
れ
、

外
宮
に
お
い
て
は
、
玉
串
・
玉
垣
の
両
御
門
に
千
木
と
鰹
木
が
奉
揚

さ
れ
、
玉
串
御
門
に
金
物
が
奉
飾
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
う
し
て
信
慶
等
の
古
儀
調
査
を
裏
付
け
と
し
て
、
大
宮
司
河
辺

精
長
は
御
垣
内
の
古
儀
復
興
を
幕
府
に
働
き
か
け
、
寛
文
九
年
の
第

四
十
五
回
遷
宮
よ
り
内
玉
垣
が
再
興
（
（
（

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

大
坂
の
町
絵
師
蔀
関
月
が
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
編
纂
し
た
『
伊

勢
参
宮
名
所
図
会
』（
図
3
）
か
ら
も
宿
衛
屋
（
と
の
い
屋
）
の
存
在

図 2　皇大神宮大宮院推定図
（平安中期より室町初期まで）

福山敏夫「神宮の建築とその歴史」
（『第六十回神宮式年遷宮神宮』〈小学館〉より転載）
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を
確
認
（
（
（

で
き
る
。

承
応
の
神
訴

　

貞
享
元
年
（
一
六
八
二
）
九
月
に
外
宮
禰
宜
の
連
署
を
以
て
定
め

た
庁
裁
を
、
同
宮
の
政
所
大
夫
大
内
人
度
会
久
長
が
、
政
所
の
下
で

庶
務
に
携
わ
り
、
職
掌
人
へ
の
事
務
伝
達
や
祭
典
日
時
の
告
示
等
を

行
っ
た
人
長
内
人
正
佳
等
を
通
じ
て
、
度
会
姓
の
神
人
等
に
告
知
す

る
た
め
の
『
貞
享
庁
宣
』
を
布
達
し
た
。

　

両
宮
の
禰
宜
及
び
権
禰
宜
は
、
古
来
荒
木
田
・
度
会
両
氏
の
世
襲

で
、
異
姓
が
こ
れ
に
補
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
ま
た
神
宮
の
職
員

の
中
に
あ
っ
て
も
、
異
姓
家
の
者
は
叙
爵
に
与
る
こ
と
を
得
な
か
っ

た
。
し
か
し
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
四
月
十
四
日
に
外
宮
権
禰
宜

出
口
延
佳
が
著
し
た
『
陽
復
記
』
が
後
光
明
天
皇
の
叡
覧
に
浴
し
た

こ
と
が
契
機
と
な
り
、
同
月
十
八
日
に
祭
主
大
中
臣
（
岩
出
）
定
長

が
神
祇
権
大
副
に
補
任
さ
れ
る
や
、
同
月
二
十
六
日
、
豊
宮
崎
文
庫

創
立
に
貢
献
し
た
外
宮
下
級
祠
官
の
源
氏
の
與
村
弘
正
、
秦
氏
の
岩

出
末
清
、
青
山
正
清
が
従
五
位
下
に
叙
爵
さ
れ
た
。
さ
ら
に
延
佳
の

父
権
禰
宜
延
伊
が
正
五
位
下
（
延
佳
は
子
と
し
て
父
の
位
階
を
超
越
す

る
の
は
義
に
忍
び
な
い
と
し
て
、
加
階
を
辞
退
申
し
上
げ
る
と
同
時
に
、
父

の
叙
位
を
進
め
た
。
そ
の
孝
心
を
後
光
明
天
皇
は
御
嘉
賞
あ
ら
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
）
の
爵
位
を
得
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
外
宮
の
禰
宜
等
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
朝
廷
に

図 3　『伊勢参宮名所図会』巻五
蔀関月著〈神宮文庫蔵〉
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異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
祭
主
定
長
と
大
宮
司
精
長

は
、
延
佳
等
へ
篤
い
信
任
を
寄
せ
て
い
た
為
、
京
都
の
空
気
は
禰
宜

側
に
不
利
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
禰
宜
等
は
山
田
奉
行
を
通
じ
て
幕
府

に
も
訴
状
を
提
出
し
た
の
だ
が
、
豊
宮
崎
文
庫
の
開
設
を
心
か
ら
喜

ん
だ
一
人
で
あ
る
山
田
奉
行
八
木
但
馬
守
宗
直
を
は
じ
め
、
林
家
も

延
佳
や
弘
正
等
と
の
親
交
が
深
く
、
禰
宜
側
は
幕
府
か
ら
も
殆
ど
相

手
に
さ
れ
ず
、
苦
汁
を
味
わ
い
、
結
局
敗
訴
（
（
（

に
終
わ
っ
た
。

寛
文
四
年
の
仮
殿
遷
宮

　

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
六
月
十
九
日
に
外
宮
正
殿
乾
方
（
西
北
）

の
千
木
が
萱
葺
の
上
に
顛
倒
し
、
泥あ

障お
り

板い
た

の
一
部
分
が
頽
落
し
、
鞭

懸
の
西
方
七
本
が
抜
け
堕
ち
、
萱
も
所
々
が
破
損
す
る
と
い
う
不
測

の
事
態
が
生
じ
た
。
外
宮
の
禰
宜
等
は
大
宮
司
大
中
臣
（
河
辺
）
精

長
と
相
談
し
て
、
大
宮
司
の
解
状
を
禰
宜
連
署
の
注
進
状
に
添
え
て

岩
出
祭
主
大
中
臣
景
忠
（
後
に
藤
波
家
を
創
設
）
に
報
告
の
う
え
朝
廷

に
提
出
し
た
。
六
月
二
十
六
日
に
祭
主
の
問
状
が
外
宮
庁
に
届
き
、

千
木
顛
倒
の
原
因
は
天
災
に
よ
る
も
の
か
、
ま
た
過
去
の
事
例
を
調

査
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
が
あ
っ
た
の
で
、
禰
宜
は
千
木
顛
倒
の
子

細
と
九
十
一
度
の
仮
殿
遷
宮
の
前
例
を
一
巻
に
し
て
、
祭
主
を
通
じ

て
朝
廷
に
提
出
し
た
。

　

ま
た
西
北
方
の
千
木
先
は
、
京
の
御
所
の
方
向
を
指
し
て
い
る
の

で
、
祭
主
・
大
宮
司
共
々
、
京
都
は
殊
に
御
慎
み
に
専
念
さ
れ
る
旨

の
注
進
申
定
を
朝
廷
に
奉
っ
た
。
そ
し
て
大
宮
司
は
、
山
田
奉
行
八

木
但
馬
守
宗
直
を
通
じ
、
ご
公
儀
（
江
戸
幕
府
）
に
黒
木
の
御
殿
（
仮

設
御
殿
）
を
新
造
し
仮
殿
遷
宮
を
致
し
た
い
旨
と
、
遷
宮
資
材
の
造

料
と
し
て
二
千
貫
文
の
料
足
の
願
い
出
を
行
っ
た
の
だ
が
、
ご
公
儀

は
古
殿
か
東
宝
殿
を
仮
殿
と
す
る
よ
う
に
と
の
意
向
を
示
し
た
よ
う

で
あ
る
。（
近
世
に
お
い
て
は
、
遷
御
の
後
、
古
殿
は
解
体
さ
れ
ず
、『
伊

勢
参
宮
名
所
図
会
』
が
示
す
通
り
、
次
期
遷
宮
の
鎮
地
祭
が
斎
行
さ
れ
る
ま

で
存
置
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た
）

　

し
か
し
大
宮
司
精
長
は
、
祭
主
景
忠
や
禰
宜
等
を
諭
し
、
江
戸
逗

留
の
八
木
但
馬
守
に
も
働
き
か
け
、
仮
殿
遷
宮
に
お
い
て
古
殿
を
充

て
た
例
と
し
て
、
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
や
文
明
十
八
年
（
一
四
八

六
）
の
斎
行
後
に
殿
舎
が
炎
上
し
た
と
い
う
記
録
や
、
天
正
九
年

（
一
五
八
一
）
に
至
っ
て
は
翌
年
に
信
長
公
が
死
去
し
、
ま
た
慶
長
三

年
（
一
五
九
八
）
の
折
は
、
そ
の
年
の
秋
に
秀
吉
公
が
死
去
し
た
と

い
う
不
吉
の
前
例
を
列
記
し
て
、
新
造
の
御
殿
造
料
の
訴
訟
を
行
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
江
戸
神
宮
使
（
神
宮
側
が
幕
府
に
差
遣
し
た
使
者
）

か
ら
の
飛
札
に
よ
れ
ば
、
幕
府
方
は
、
大
宮
司
の
私
欲
の
為
の
訴
訟

と
判
断
し
て
評
定
す
る
よ
う
な
姿
勢
を
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
ま

た
山
田
三
方
衆
も
ご
公
儀
の
機
嫌
を
こ
れ
以
上
損
ね
る
の
は
賢
明
で

な
い
か
ら
、
仰
付
の
ま
ま
事
を
運
ぶ
よ
う
大
宮
司
の
説
得
に
あ
た
っ

た
。
大
宮
司
精
長
は
容
易
に
承
引
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
穏
健
派
の

外
宮
の
禰
宜
等
も
、
五
年
後
に
正
遷
宮
（
第
四
十
五
回
）
を
控
え
、
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幕
府
方
と
事
を
荒
立
て
る
よ
う
な
争
論
は
避
け
た
く
、
大
宮
司
に
気

配
り
を
し
な
が
ら
も
幕
府
の
意
向
に
添
う
べ
き
で
あ
る
旨
と
、
神
嘗

祭
例
幣
使
と
し
て
祭
主
が
参
向
さ
れ
る
際
、
大
宮
司
自
ら
祭
主
に
相

談
し
て
ほ
し
い
旨
、
言
上
し
た
。
禰
宜
等
は
小
工
三
人
の
立
会
の
も

と
、
既
に
古
殿
老
朽
化
の
状
況
を
実
見
し
て
お
り
、
板
敷
・
壁
板
に

特
に
破
損
は
み
ら
れ
ず
、
御
戸
の
開
閉
扉
に
問
題
も
な
く
、
仮
殿
と

し
て
充
分
使
用
で
き
る
こ
と
を
確
信
し
た
う
え
で
、
大
宮
司
に
申
し

上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

折
柄
、
九
月
一
日
に
東
宝
殿
の
艮
方
（
東
北
）
千
木
が
顛
倒
し
た

こ
と
も
相
俟
っ
て
、
風
雲
急
を
告
げ
、
朝
廷
よ
り
結
果
的
に
九
月
十

四
日
付
を
以
て
古
殿
を
仮
殿
と
す
る
旨
の
御
教
書
が
十
七
日
に
神
宮

に
届
い
た
訳
で
あ
る
。

　

以
上
が
外
宮
千
木
顛
倒
の
経
緯
で
あ
る
。
河
辺
精
長
の
一
切
の
妥

協
を
許
さ
な
い
古
儀
尊
重
の
神
髄
は
、
一
見
頑
迷
固
陋
な
姿
勢
に
と

ら
え
が
ち
で
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
故
実
典
礼
を
重
視
し
、
真
摯
に

神
明
奉
仕
に
精
励
し
よ
う
と
す
る
赤
誠
の
精
神
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
こ
ろ
で
『
重
房
宿
祢
日
次
記
』
や
『
継
彦
日
次
』
に
よ

る
と
、
仮
殿
に
古
殿
を
用
い
る
こ
と
が
一
度
定
め
ら
れ
た
が
、
十
月

二
十
八
日
に
、
神
宮
側
の
古
殿
の
前
に
仮
殿
を
新
造
し
た
い
旨
の
奏

請
が
認
可
さ
れ
、
十
一
月
よ
り
仮
殿
の
御
用
材
が
宮
川
に
到
着
し
、

宮
域
に
奉
曳
、
木
造
始
、
鎮
地
祭
、
さ
ら
に
立
柱
祭
・
上
棟
祭
等
を

経
て
十
二
月
十
三
日
に
仮
殿
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
た
。
本
件
に
つ
い
て

は
、
大
宮
司
精
長
の
並
々
な
ら
ぬ
尽
瘁
が
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。

神
嘗
祭
例
幣
使
の
勤
仕

　

文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
十
二
月
二
十
二
日
に
宇
治
と
山
田
と

の
乱
に
よ
り
外
宮
正
殿
が
炎
上
し
た
。
朝
廷
に
お
い
て
御
霊
代
（
本

文
中
に
は
「
神
体
」
と
表
記
）
の
安
否
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
際
、
京

都
吉
田
神
社
の
祠
官
吉
田
（
卜
部
）
兼
倶
は
、
延
徳
元
年
（
一
四
八

九
）
十
月
に
至
り
、
去
る
三
月
二
十
五
日
の
夜
、
伊
勢
の
神
霊
が
吉

田
の
斎
場
に
降
り
坐
し
た
と
密
奏
し
た
。
こ
れ
が
所
謂
後
に
「
飛
神

明
」
と
称
さ
れ
る
事
件
で
、
朝
廷
に
至
っ
て
は
、
兼
倶
の
密
奏
に
よ

り
検
使
を
遣
わ
し
て
そ
の
霊
物
を
実
検
せ
し
め
、
復
命
を
待
っ
て
天

覧
を
請
い
奉
る
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
が
、
兼
倶
は
検
使
を
待
た
ず
、

十
一
月
十
九
日
、
そ
の
霊
物
を
奉
じ
、
参
内
し
て
天
覧
に
供
し
た
。

二
十
一
日
に
は
綸
旨
が
下
さ
れ
、
兼
倶
は
降
臨
の
神
器
を
斎
場
の
太

元
宮
に
安
置
し
、
朝
家
の
再
興
を
祈
ら
し
め
た
訳
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
聞
い
た
神
宮
の
禰
宜
は
、
深
く
兼
倶
の
陰
謀
を
憤
り
、
十

二
月
に
入
り
、
両
宮
共
々
禰
宜
連
中
の
連
署
を
以
て
解
状
を
上
り
、

吉
田
の
今
神
明
を
破
却
し
兼
倶
の
虚
説
を
糺
明
し
た
う
え
で
、
先
に

兼
倶
に
下
賜
さ
れ
た
綸
旨
並
び
に
勅
書
を
召
し
返
さ
れ
る
よ
う
奏
請

し
た
。

　

出
口
延
佳
は
室
町
当
時
の
経
緯
を
整
理
す
る
為
、
兼
倶
の
密
奏
、
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綸
旨
、
両
宮
禰
宜
の
解
状
の
案
文
を
筆
録
し
た
う
え
で
最
後
に
自
身

の
見
解
を
述
べ
た
『
神
敵
吉
田
兼
倶
謀
計
記
』
を
上
梓
し
た
。
こ
の

飛
神
明
が
契
機
と
な
り
、
爾
後
神
宮
に
お
い
て
は
卜
部
氏
の
勅
使
と

し
て
の
差
遣
を
峻
拒
し
た
。
従
来
神
宮
に
参
向
す
る
勅
使
に
は
、

王
・
中
臣
（
祭
主
）・
忌
部
・
卜
部
の
四
姓
使
が
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、

天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
の
第
四
十
一
回
式
年
遷
宮
以
降
、
寛
永

六
年
（
一
六
二
九
）
の
第
四
十
三
回
式
年
遷
宮
に
及
び
、
い
ず
れ
も

勅
使
と
し
て
卜
部
氏
も
参
向
し
た
が
、
両
宮
の
禰
宜
は
卜
部
の
使
を

拒
ん
だ
。
時
恰
も
乱
世
に
よ
る
朝
廷
の
式
微
と
相
俟
っ
て
寛
正
六
年

（
一
四
六
二
）
の
参
向
を
最
後
に
神
嘗
祭
例
幣
使
の
発
遣
は
一
度
中
絶

し
、
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
に
例
幣
使
発
遣
と
官
幣
奉
納
が
実
に

百
八
十
二
年
ぶ
り
に
復
興
し
た
際
に
も
、
卜
部
氏
は
差
遣
さ
れ
ず
、

以
来
参
向
は
途
絶
え
た
。
こ
の
点
、
延
佳
は
尤
も
な
こ
と
だ
と
評
価

し
て
い
る
。
本
件
に
つ
い
て
は
、『
外
宮
子
良
館
旧
記
』
や
『
延
徳

引
付
』
に
も
関
連
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。

　

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
九
月
一
日
、
祭
主
定
長
が
病
に
よ
り
、

代
わ
っ
て
大
宮
司
精
長
は
こ
の
時
神
嘗
祭
奉
幣
の
勅
使
を
命
じ
ら
れ

た
。
さ
ら
に
同
年
十
一
月
十
九
日
、
定
長
の
代
役
で
皇
居
大
殿
祭
も

勤
仕
し
た
。
翌
二
年
八
月
十
七
日
、
朝
廷
が
卜
部
氏
の
幣
使
復
任
の

検
討
に
及
び
、
そ
の
可
否
を
両
宮
禰
宜
等
に
諮
問
し
た
が
、
彼
ら
は

復
任
の
受
け
入
れ
を
完
全
に
拒
ん
だ
。
翌
三
年
八
月
二
十
七
日
、
祭

主
未
補
に
よ
り
大
宮
司
精
長
は
例
幣
使
に
補
任
さ
れ
た
。
こ
の
時
故

実
を
重
ん
じ
る
精
長
は
、
卜
部
氏
再
興
の
告
知
に
接
し
た
。
し
か
し

両
宮
禰
宜
等
は
依
然
拒
絶
し
、
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
出
口
延
佳
の

同
意
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
結
局
卜
部
氏
の
神
嘗
祭
例
幣

使
復
興
（
（
（

は
実
現
を
見
な
か
っ
た
。
例
幣
使
と
し
て
発
遣
さ
れ
た
精
長

の
心
境
は
複
雑
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
関
係
も
あ
っ
て

か
、『
氏
富
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
精
長
は
祭
主
に
転
補
を
請

願
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
願
い
が
叶
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ

れ
は
出
世
欲
に
よ
る
野
心
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
神
宮
制
度
の

古
儀
復
興
を
目
指
し
て
、
様
々
な
是
正
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
す
る

浄
明
正
直
な
精
神
か
ら
発
せ
ら
れ
た
願
意
で
あ
り
、
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
心
の
表
象
と
見
て
取
れ
よ
う
。
そ
し
て
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）

九
月
十
一
日
に
も
、
祭
主
未
補
に
よ
り
精
長
は
神
嘗
祭
例
幣
使
を
兼

ね
て
発
遣
さ
れ
、
子
の
故
長
が
大
宮
司
代
を
務
め
た
。

万
治
元
年
の
内
宮
御
炎
上

　

万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
十
二
月
三
十
日
、
宇
治
の
民
家
か
ら
の

出
火
が
内
宮
域
内
に
延
焼
し
て
、
新
旧
正
殿
・
荒
祭
宮
・
風
日
祈

宮
・
宇
治
大
橋
等
が
炎
上
し
た
が
、
閏
十
二
月
三
日
に
大
宮
司
精
長

及
び
内
宮
の
禰
宜
等
は
深
く
顧
み
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
機
会
に

お
い
て
上か

み

館た
ち

（
岩
井
田
郷
の
内
）
の
人
家
を
撤
去
し
た
い
旨
を
幕
府

に
上
申
し
た
。
山
田
奉
行
も
こ
の
願
い
出
を
受
け
容
れ
、
一
の
鳥
居

か
ら
上
館
の
辺
の
焼
跡
に
は
普
請
を
停
止
す
べ
き
旨
を
申
し
渡
し
た
。
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ま
た
五
十
鈴
川
（
現
在
の
島
路
川
）
の
ほ
と
り
、
風
日
祈
宮
橋
の

手
前
に
風
宮
穀
屋
と
称
す
る
山
伏
寺
が
あ
り
、
宮
中
で
護
摩
を
焚
き
、

仏
事
を
行
っ
た
う
え
に
汚
物
を
川
に
捨
て
て
い
た
。
そ
の
下
流
の
御

裳
濯
川
（
現
在
の
五
十
鈴
川
本
流
）
が
参
拝
者
の
手
洗
場
に
な
っ
て
い

る
の
は
極
め
て
不
浄
で
あ
っ
た
。
こ
の
度
の
御
炎
上
で
そ
の
穀
屋
（
（
（

も

焼
失
し
た
為
、
こ
れ
を
契
機
と
し
、
同
月
四
日
、
精
長
は
山
田
奉
行

に
修
験
者
の
退
去
を
内
願
し
、
外
宮
側
の
出
口
延
佳
を
は
じ
め
與
村

弘
正
・
岩
出
末
清
も
同
意
見
で
大
宮
司
を
支
持
し
た
。
翌
二
年
正
月

に
至
り
、
長
官
氏
富
以
下
内
宮
の
禰
宜
か
ら
も
、
こ
の
度
の
焼
失
在

家
撤
退
の
こ
と
と
、
風
宮
穀
屋
の
取
り
払
い
を
奉
行
所
に
願
い
出
た
。

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
上
館
町
の
年
寄
二
十
四
人
は
山
田
奉
行
所
に
従

前
同
様
居
住
の
歎
願
を
し
て
い
た
が
、
上
館
町
の
焼
失
家
屋
は
山
田

奉
行
の
威
力
に
よ
っ
て
強
制
退
去
を
命
じ
ら
れ
、
河
原
の
地
に
新
屋

敷
町
が
出
来
、
風
日
祈
宮
の
穀
屋
も
同
時
に
宮
域
外
に
追
い
払
わ
れ
、

宇
治
橋
内
の
内
宮
宮
域
は
全
く
面
目
を
一
新
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
閏
十
二
月
三
十
日
、
調
子
付
い
た
内
宮
の
禰
宜
等
が
、

こ
の
機
に
乗
じ
て
勅
裁
を
経
た
る
仮
殿
遷
宮
を
臨
時
遷
宮
に
改
め
て

頂
き
た
い
旨
の
奏
請
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
精
長
は
非
儀
で
あ
る

と
朝
廷
に
陳
訴
し
た
が
、
結
果
的
に
一
旦
仮
殿
遷
宮
を
経
て
臨
時
遷

宮
を
斎
行
す
る
裁
許
を
得
た
よ
う
で
あ
る
。

　

翌
二
年
四
月
十
五
日
、
祭
主
未
補
に
よ
り
精
長
は
内
宮
仮
殿
遷
宮

奉
遷
使
及
び
同
宮
臨
時
遷
宮
造
宮
使
に
補
任
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の

年
の
神
嘗
祭
例
幣
使
に
は
、
九
月
十
一
日
、
大
中
臣
定
長
の
子
で
神

祇
少
副
兼
長
が
発
遣
さ
れ
、
十
一
月
十
九
日
に
兼
長
は
内
宮
臨
時
遷

宮
の
一
社
奉
幣
使
も
務
め
た
。

　

翌
三
年
十
二
月
二
日
、
祭
主
定
長
が
卒
去
し
て
未
だ
後
任
を
み
な

い
状
況
に
あ
り
、
大
宮
司
精
長
の
子
の
故
長
が
名
乗
り
を
上
げ
た
が

実
現
を
見
な
か
っ
た
。
四
年
二
月
二
十
五
日
に
精
長
は
神
祇
少
副
に

補
任
さ
れ
た
。
そ
の
三
月
十
二
日
、
神
祇
権
少
副
大
中
臣
（
藤
波
）

景
忠
が
祭
主
に
補
任
さ
れ
た
。

宮
中
の
粛
正
問
題

　

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
に
外
宮
の
宮
人
相
可
館
七
郎
兵
衛
と

宮
請
人
の
岩
戸
屋
弥
一
郎
の
子
長
次
郎
と
が
宮
中
に
お
い
て
相
争
っ

た
こ
と
に
対
し
、
長
官
（
一
禰
宜
）
檜
垣
常つ
ね

晨あ
さ

は
宮
人
七
郎
兵
衛
の

一
族
を
宮
中
か
ら
追
放
し
た
。
こ
の
一
件
に
関
し
、
山
田
三さ

ん

方ぽ
う

の
年

寄
と
山
田
十
二
郷
の
惣
月
行
事
五
十
余
人
等
が
談
合
し
て
、
宮
中
の

掟
十
三
条
を
作
成
し
て
、
長
官
常
晨
に
こ
れ
を
押
し
付
け
、
宮
中
の

粛
正
を
迫
り
、
先
に
追
放
し
た
宮
人
の
復
帰
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
、

長
官
は
こ
の
十
三
条
を
承
伏
し
、
宮
人
の
復
帰
を
許
し
た
。
と
こ
ろ

が
三
方
か
ら
宮
中
の
仕
置
を
な
す
如
き
は
、
か
つ
て
例
の
な
い
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
二
禰
宜
以
下
祠
官
は
、
今
回
の
三
方
の
仕
打
は
禰
宜

の
威
信
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
と
し
て
長
官
と
対
立
し
、
三
方
と
も

反
目
し
た
。
こ
の
事
件
は
容
易
に
解
決
せ
ず
、
寛
文
二
年
（
一
六
六
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二
）
一
月
十
四
日
、
昨
年
十
二
月
に
外
宮
二
禰
宜
松
木
全
彦
が
長
官

檜
垣
常
晨
の
異
議
非
例
を
訴
え
た
こ
と
に
対
し
て
、
祭
主
景
忠
は
大

宮
司
精
長
に
付
託
し
て
和
解
に
尽
力
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
暫
く
し

て
そ
の
甲
斐
も
あ
っ
て
か
、
翌
三
年
五
月
十
四
日
に
外
宮
長
官
に
執

印
し
た
全
彦
は
十
月
十
二
日
に
山
田
三
方
会か

い

合ご
う

の
請
願
に
よ
り
、
前

長
官
常
晨
の
例
に
倣
っ
て
宮
中
掟
十
三
箇
条
に
調
印
し
た
。

伊
雜
宮
神
人
の
謀
逆

　

皇
大
神
宮
別
宮
の
中
で
遙
宮
と
称
せ
ら
れ
た
瀧
原
宮
・
同
竝
宮
及

び
伊
雑
宮
は
、
室
町
時
代
以
後
、
神
宮
の
式
微
に
伴
い
式
年
遷
宮
も

中
絶
し
、
恒
例
の
祭
典
に
禰
宜
が
参
向
す
る
こ
と
も
途
絶
え
が
ち
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
御
社
殿
の
造
替
に
至
っ
て

は
地
元
の
郷
民
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
殊
に
伊
雑
宮
に
至
っ
て
は
、

鎮
座
地
志
摩
国
磯
部
七
郷
の
郷
民
が
私
力
を
以
て
奉
仕
し
て
い
た
。

そ
の
た
め
磯
部
の
神
人
は
内
宮
禰
宜
に
対
抗
し
寛
永
十
年
（
一
六
三

三
）
以
来
神
訴
を
繰
り
返
し
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
二
十
五
年

三
月
条
の
「
磯
宮
」
は
志
摩
の
磯
部
で
あ
っ
て
、
内
宮
は
は
る
か
に

川
下
に
あ
る
と
難
癖
を
つ
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
寛
文
二

年
（
一
六
六
二
）
九
月
二
十
六
日
、
伊
雑
宮
式
年
遷
宮
の
旧
例
と
伊

雑
宮
神
人
の
謀
逆
を
調
べ
る
た
め
に
、
朝
廷
は
大
宮
司
精
長
と
内
宮

三
禰
宜
経
盛
、
五
禰
宜
守
清
を
は
じ
め
、
浦
田
織
部
長
次
、
山
本
采

女
末
慶
以
下
宇
治
会
合
年
寄
等
を
京
都
に
召
喚
し
、
精
長
等
は
十
月

九
日
に
京
都
に
発
足
し
、
十
一
月
二
日
に
綸
旨
を
以
て
ご
沙
汰
を
賜

り
、
禰
宜
と
共
に
同
月
十
日
に
帰
還
し
た
。
し
か
し
磯
部
の
神
人
は

こ
れ
に
屈
せ
ず
大
挙
し
て
江
戸
に
下
り
、
寺
社
奉
行
井
上
河
内
守
に

訴
え
出
た
が
退
け
ら
れ
、
そ
れ
で
も
屈
せ
ず
濫
訴
を
続
け
た
た
め
、

翌
三
年
六
月
二
十
二
日
、
神
人
四
十
七
人
は
伊
勢
志
摩
両
国
を
追
放

さ
れ
た
。

　

世
情
に
流
さ
れ
ず
、
本
分
は
何
か
を
追
究
し
、
古
儀
尊
重
を
貫
い

た
精
長
の
神
明
奉
仕
の
精
神
を
、
伊
雑
宮
の
神
人
問
題
の
対
策
に
お

い
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

両
宮
摂
社
の
再
興

　
『
氏
富
記
』
に
よ
る
と
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
三
月
五
日
、
精

長
は
頽
廃
し
た
両
宮
摂
社
の
再
興
を
企
て
、
そ
の
資
材
を
募
っ
て
い

る
。
そ
の
年
の
九
月
二
十
九
日
、
幕
府
儒
官
大
学
頭
林
春
勝
は
両
宮

摂
社
再
興
を
慶
賀
し
、
一
頌
を
精
長
に
贈
っ
た
。
そ
し
て
十
月
一
日
、

精
長
は
内
宮
摂
社
江え

神
社
・
神こ
う

前ざ
き

神
社
を
再
興
し
た
。
十
月
十
五
日

に
内
宮
摂
社
津
長
神
社
・
大
水
神
社
を
再
興
し
、
二
十
八
日
に
は
外

宮
摂
社
草
奈
伎
神
社
の
堤
防
を
修
築
し
た
。
さ
ら
に
十
一
月
十
四
日

に
は
、
外
宮
御
贄
社
・
箕
曲
社
・
内
宮
御
厨
有
滝
社
・
離
宮
院
を
再

興
し
た
。
十
二
月
七
日
、
内
宮
湯
田
神
社
・
狭さ

田た

国く

生な
り

神
社
・
棒す
ぎ

原は
ら

神
社
・
坂さ
か

手て

国く

生な
り

神
社
・
蚊か

野の

神
社
・
朽く
ち

羅ら

神
社
・
園そ

相な
い

神
社
・
鴨

神
社
・
奈
良
波
良
神
社
・
多
岐
原
神
社
・
久く

具ぐ

都つ

比ひ

売め

神
社
の
遷
御
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を
行
っ
た
。
さ
ら
に
同
月
十
九
日
、
外
宮
摂
社
清き
よ

野の

井い

庭ば

神
社
・
小お

俣ば
た

神
社
・
大
国
玉
比
売
神
社
・
山
末
神
社
・
大
河
内
神
社
・
志
等
美

神
社
・
高
河
原
神
社
・
河
原
神
社
・
宇
須
乃
野
神
社
及
び
末
社
伊い

我が

理り

神
社
を
造
替
し
た
。
そ
し
て
翌
四
年
九
月
二
十
五
日
に
外
宮
摂
社

御み

食け

神
社
の
神
遷
も
行
っ
た
。

　

大
宮
司
精
長
の
摂
社
再
興
は
、
歴
代
の
大
宮
司
の
中
で
も
稀
有
な

功
績
と
し
て
彼
の
名
を
不
朽
の
も
の
に
し
た
。
幕
府
に
お
い
て
も
老

中
及
び
寺
社
奉
行
は
深
く
精
長
の
神
忠
を
感
賞
し
、
な
お
紀
州
藩
に

至
っ
て
も
諸
社
の
神
遷
に
際
し
て
は
本
間
五
兵
衛
を
し
て
廻
文
を

在
々
に
発
し
、
以
て
便
宜
を
与
え
た
の
み
な
ら
ず
、
特
に
山
田
奉
行

八
木
但
馬
守
宗
直
は
終
始
大
宮
司
を
支
持
し
て
力
を
添
え
た
。

　

八
木
宗
直
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
山
田
奉
行
に
補
任
さ
れ
、

伊
勢
に
赴
任
し
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
至
る
ま
で
の
在
任
中
神

宮
の
た
め
に
数
々
の
功
績
を
残
し
た
。
寛
文
元
年
に
は
、
中
世
以
来

山
田
市
民
の
為
に
侵
さ
れ
て
い
た
外
宮
別
宮
月
夜
見
宮
の
宮
域
を
復

旧
し
、
ま
た
内
宮
別
宮
瀧
原
宮
・
瀧
原
竝
宮
及
び
伊
雑
宮
の
式
年
遷

宮
を
再
興
し
、
豊
宮
崎
文
庫
が
創
立
さ
れ
る
や
、
幕
府
に
申
請
し
て

維
持
法
を
立
て
、
庫
規
を
制
定
し
、
同
三
年
の
春
に
は
、
外
宮
禰
宜

の
斎
館
が
所
々
に
散
在
し
て
い
た
の
を
一
所
に
移
し
て
造
営
し
、
小

塩
井
社
（
上
御
井
社
）
の
破
損
を
修
理
し
、
さ
ら
に
両
宮
摂
社
の
再

興
を
見
る
に
至
っ
て
も
、
宗
直
の
貢
献
に
よ
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の

が
あ
っ
た
。
誠
に
歴
代
山
田
奉
行
中
の
名
奉
行
と
も
称
す
べ
き
人
で

あ
り
、
大
宮
司
精
長
も
深
く
こ
れ
を
徳
と
し
た
。

　

摂
末
社
に
は
も
と
祝ほ

う

部り

が
付
せ
ら
れ
、
大
宮
司
に
お
い
て
こ
れ
を

補
任
し
た
こ
と
が
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』
の
記
載
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
が
、
寛
文
十
年
四
月
四
日
、
外
宮
の
一
禰
宜
全
彦
は
使
を
祭
主
に

派
遣
し
て
、
中
世
以
降
、
神
宮
大
小
の
職
掌
は
宮
司
が
補
任
す
る
例

が
な
い
こ
と
を
述
べ
、
祝
部
の
補
任
権
を
長
官
の
手
に
委
ね
て
欲
し

い
旨
を
請
願
し
た
。
そ
の
年
の
九
月
十
七
日
、
願
意
は
祭
主
景
忠
に

よ
っ
て
聴
許
せ
ら
れ
、
大
宮
司
精
長
も
こ
れ
を
承
認
し
、
爾
来
祝
部

の
補
任
は
全
て
一
禰
宜
よ
り
出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

御
祓
銘
論
の
対
処

　

寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）、
山
田
の
御
師
三
日
市
帯
刀
が
上
州
沼
田

の
檀
家
に
配
っ
た
御
祓
の
銘
に
「
天
照
両
皇
太
神
宮
」
と
書
い
た
こ

と
に
対
し
、
宇
治
側
の
御
師
は
以
て
の
外
で
あ
る
と
憤
慨
し
、
宇
治

会
合
か
ら
は
使
を
三
日
市
大
夫
に
派
遣
し
て
難
詰
し
た
が
、
三
日
市

が
反
撃
し
た
為
、
翌
十
年
に
持
ち
越
し
、
宇
治
二
郷
の
年
寄
は
い
よ

い
よ
決
戦
の
火
蓋
を
切
っ
た
。
五
月
二
十
七
日
、
宇
治
二
郷
の
年
寄

の
言
い
分
に
よ
る
と
、
内
宮
は
「
天
照
皇
太
神
宮
」、
外
宮
は
「
豊

受
太
神
宮
」
で
あ
る
こ
と
は
古
来
分
明
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
三

日
市
の
祓
の
銘
に
「
天
照
両
皇
太
神
宮
」
と
書
い
た
の
は
前
代
未
聞

の
新
規
で
あ
る
旨
を
山
田
奉
行
に
出
訴
す
る
に
至
っ
た
。
奉
行
桑
山

丹
後
守
は
そ
れ
に
対
し
、「
篤
と
証
拠
を
抑
え
、
先
方
の
返
事
次
第
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に
よ
り
訴
訟
す
れ
ば
よ
い
、
早
急
こ
の
挙
に
及
ん
だ
こ
と
は
軽
率
で

あ
る
」
旨
を
諭
し
た
。
そ
こ
で
宇
治
側
か
ら
三
日
市
に
返
答
を
送
っ

た
が
、
三
日
市
は
山
田
三
方
か
ら
返
事
が
な
い
か
ら
、
自
分
独
断
で

も
決
し
難
い
旨
を
答
え
た
。
よ
っ
て
三
方
に
交
渉
し
た
と
こ
ろ
、
三

方
で
は
、「
そ
れ
は
直
接
三
日
市
に
掛
け
合
っ
た
ら
よ
か
ろ
う
、
三

方
の
関
わ
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
突
き
放
し
た
。
こ
と
の
ほ

か
山
田
側
の
態
度
は
傲
慢
不
遜
で
あ
っ
た
。
山
田
奉
行
桑
山
丹
後
守

は
事
を
荒
立
て
る
こ
と
を
好
ま
ず
、
大
宮
司
河
辺
精
長
に
仲
裁
に
あ

た
ら
せ
た
が
、
宇
治
側
は
そ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
。

　

八
月
二
十
二
日
に
山
田
奉
行
所
の
法
廷
に
お
い
て
、
山
田
側
・
宇

治
側
双
方
主
義
主
張
を
貫
き
、
喧
々
囂
々
に
意
見
を
戦
わ
し
、
奉
行

に
異
議
申
し
立
て
を
行
っ
た
。
当
日
裁
許
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
法
廷

は
閉
じ
ら
れ
た
の
で
、
大
宮
司
精
長
は
奉
行
の
意
を
体
し
て
仲
裁
に

乗
り
出
し
、
山
田
側
を
呼
ん
で
司
符
（
宮
司
が
発
令
す
る
公
文
書
）
を

以
て
諭
す
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
殆
ど
効
果
な
く
、
再
三
に
亘
り
奉

行
所
を
通
じ
尋
問
は
微
に
入
り
細
に
亘
り
双
方
共
そ
れ
ぞ
れ
の
答
弁

を
繰
り
返
し
た
。
十
一
月
十
日
に
至
っ
て
、
外
宮
の
禰
宜
は
解
状
を

朝
廷
に
奉
り
、
さ
ら
に
宇
治
側
に
お
い
て
二
宮
兼
行
を
否
認
し
、
山

田
側
が
出
訴
し
た
こ
と
の
不
法
を
鳴
ら
し
て
勅
裁
を
仰
ぎ
た
い
旨
大

宮
司
に
申
し
出
た
の
で
、
精
長
は
こ
れ
を
奉
行
所
に
進
達
し
た
。

　

訴
訟
は
翌
十
一
年
に
持
ち
越
さ
れ
、
審
問
は
次
か
ら
次
へ
と
際
限

な
く
続
い
た
。
つ
い
に
十
月
十
八
日
に
至
り
訴
訟
の
件
を
桑
山
奉
行

か
ら
老
中
に
進
達
し
た
と
こ
ろ
、
早
速
江
戸
よ
り
下
す
べ
き
旨
の
達

が
桑
山
奉
行
に
あ
り
、
そ
れ
を
山
田
奉
行
所
か
ら
双
方
に
報
じ
た
。

そ
し
て
十
一
月
二
十
二
日
付
で
、
下
知
状
が
山
田
側
・
宇
治
側
双
方

に
渡
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
に
よ
れ
ば
、
三
日
市
帯
刀
一
味
の
謹
慎
蟄

居
が
申
し
渡
さ
れ
た
よ
う
で
、
結
果
的
に
宇
治
側
の
勝
訴
と
な
り
、

宇
治
側
は
老
中
・
寺
社
奉
行
・
山
田
奉
行
へ
お
礼
廻
り
を
し
た
。
こ

う
し
て
御
祓
の
銘
に
関
す
る
山
田
と
宇
治
と
の
師
職
間
の
大
訴
は
、

漸
く
決
着
を
み
た
の
で
あ
る
。
さ
す
が
の
大
宮
司
精
長
も
、
こ
の
時

ば
か
り
は
お
手
上
げ
状
態
（
（
（

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
他
の
治
績

　

大
宮
司
は
古
来
伊
勢
に
居
住
し
て
い
た
。
河
辺
家
は
鎌
倉
時
代
以

来
山
田
河
崎
町
に
近
い
河
辺
の
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
家
名

を
得
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
古
く
大
神
宮
司
（
平
安
初
期
以
前
の
宮
司

の
古
称
）
に
お
い
て
使
用
し
た
官
印
が
あ
っ
た
。
銅
製
の
方
二
寸
の

印
で
、「
大
神
宮
印
」
の
四
字
が
刻
ま
れ
て
い
た
。
本
印
の
創
鋳
年

代
は
、
荒
木
田
氏
の
家
伝
書
で
あ
り
平
安
後
期
の
成
立
と
さ
れ
る

『
太
神
宮
諸
雜
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
聖
武
天
皇
の
天
平
十
一
年
（
七

三
九
）
と
伝
え
ら
れ
、
光
仁
天
皇
の
宝
亀
三
年
（
七
七
二
）
に
焼
亡
し
、

現
在
の
も
の
は
そ
れ
よ
り
八
十
四
年
を
経
て
文
徳
天
皇
の
斉
衡
三
年

（
八
五
六
）
に
再
び
鋳
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ

の
典
拠
史
料
の
信
憑
性
に
対
し
て
疑
問
の
声
も
あ
り
、
今
後
研
究
の
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必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　

こ
の
印
は
初
め
公
文
書
同
様
離
宮
院
の
調

み
つ
ぎ
の

御み

庫く
ら

に
納
め
ら
れ
て

い
た
の
だ
が
、
平
安
中
期
に
な
る
と
大
宮
司
の
私
館
に
置
か
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
す
る
と
永
承
八
年
（
一
〇
五
三
）
一
月
六
日
に
大
宮

司
義
任
の
家
が
焼
亡
し
、
大
神
宮
神
戸
の
文
図
田
籍
等
悉
く
焼
失
す

る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
も
こ
の
よ
う
な
事
故
を
お

こ
す
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
そ
こ
で
延
久
三
年
（
一
〇
六
九
）

五
月
二
日
に
大
神
宮
司
印
及
び
神
郡
の
文
書
・
田
籍
を
大
宮
司
私
邸

に
置
く
こ
と
を
禁
止
す
る
宣
旨
が
出
さ
れ
た
。

　

と
は
い
う
も
の
の
離
宮
院
廃
亡
の
後
は
、
大
宮
司
私
邸
の
南
庭
に

一
の
殿
舎
を
建
て
て
そ
の
中
に
安
置
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
殿
舎
を
俗
に
御
政
印
殿
と
称
し
た
。
精
長
は
寛
文
四
年
（
一
六

六
四
）
三
月
二
十
一
日
に
私
邸
と
共
に
宮
司
正
印
を
松
木
郷
に
移
し

た
。

　

さ
て
話
変
わ
っ
て
、
そ
の
年
の
十
一
月
十
三
日
、
精
長
は
外
宮
仮

殿
遷
宮
奉
遷
使
に
補
任
さ
れ
た
。
も
と
も
と
大
神
宮
司
に
は
、
事
務

官
と
し
て
庶
務
に
携
わ
り
公
文
書
の
取
り
扱
い
を
し
た
宮
司
政
所
職

が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
い
つ
し
か
廃
務
と
な
っ
て
い
た
。

寛
文
七
年
九
月
十
四
日
、
精
長
は
そ
の
職
を
再
興
し
た
。
翌
八
年
九

月
四
日
、
祭
主
景
忠
が
服
中
に
よ
り
精
長
は
三
度
目
の
例
幣
使
を
兼

補
し
、
宮
司
代
行
は
子
の
故
長
が
務
め
た
。

　

そ
し
て
第
四
十
五
回
遷
宮
を
間
近
に
控
え
た
寛
文
九
年
四
月
三
十

日
、
従
五
位
上
に
昇
叙
し
た
。
こ
の
年
の
九
月
十
一
日
に
は
山
田
郷

中
の
人
々
が
宮
川
よ
り
御
白
石
を
運
び
、
外
宮
域
内
に
敷
い
た
の
だ

が
、
こ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
精
長
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）、
大
宮
司
職
を
辞
す
と
、
従
五
位

下
河
辺
長
春
が
大
宮
司
に
補
任
さ
れ
た
。
隠
居
し
て
か
ら
の
精
長
の

治
績
は
記
録
上
殆
ど
確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
同
七
年
二
月
、
霊
元

天
皇
の
御
不
予
に
よ
り
、
朝
命
を
承
っ
て
両
宮
禰
宜
と
共
に
七
日
間

の
御
平
癒
の
祈
祷
を
勤
仕
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
五
月
、
御
平
癒
を

奉
祷
し
た
恩
賞
と
し
て
両
宮
禰
宜
は
各
位
一
級
の
昇
叙
を
朝
廷
に
奏

請
し
た
の
で
あ
る
が
、
精
長
が
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
た
の
か
定
か
で

な
い
。
し
か
し
、
後
に
精
長
の
諸
々
の
治
績
が
認
め
ら
れ
て
か
、
天

和
三
年
（
一
六
八
三
）
九
月
二
十
五
日
、
従
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
た
。

　

垂
加
神
道
で
有
名
な
山
崎
闇
斎
の
如
き
も
精
長
に
就
い
て
、
伊
勢

流
の
中
臣
祓
勤
仕
の
法
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
程
で
、
精
長
は
神
道
史

上
多
大
な
貢
献
を
し
、
そ
の
事
蹟
は
神
宮
史
の
中
で
一
際
光
彩
を

放
っ
て
い
る
。
そ
し
て
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
一
月
十
日
の
御

即
位
礼
の
当
日
、
精
長
の
神
忠
が
追
賞
さ
れ
、
正
四
位
が
贈
ら
れ
た
。

註（1
）　

精
長
の
熱
意
で
内
玉
垣
は
復
興
し
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
に
至
る

ま
で
外
玉
垣
は
設
け
ら
れ
ず
、
正
遷
宮
を
控
え
る
時
期
に
な
る
と
、

参
宮
人
が
御
垣
内
に
参
入
で
き
な
い
よ
う
鳥
羽
藩
が
竹
矢
来
を
仮
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設
し
急
場
を
凌
い
で
い
た
。

（
2
）　

そ
の
後
の
御
垣
内
の
変
遷
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
と
、
元
禄
二
年

（
一
六
八
九
）
の
第
四
十
六
回
遷
宮
に
お
い
て
、
内
宮
の
西
の
御

敷
地
の
内
玉
垣
南
西
隅
及
び
北
西
隅
は
陥
落
が
著
し
い
た
め
、
そ

れ
ぞ
れ
一
丈
五
尺
五
寸
、
六
尺
の
石
積
に
よ
る
嵩
上
げ
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
石
積
は
山
田
奉
行
の
命
に
よ
り
宇
治
六
郷
・
二
見
三
郷

の
郷
民
の
使
役
に
よ
り
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
な
お
石
積
に
あ
た
り
、

支
障
木
の
伐
木
の
可
否
に
つ
い
て
神
主
中
（
禰
宜
）
で
審
議
さ
れ

た
が
、
一
禰
宜
の
諌
言
に
よ
り
伐
ら
ず
に
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
れ
が
今
日
の
内
玉
垣
南
西
隅
に
み
ら
れ
る
杉
の
古
木
と
推

定
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
の
第
五
十
五
回
遷
宮
（
東
の

御
敷
地
）
に
は
、
外
玉
垣
、
板
垣
と
板
垣
御
門
の
蕃
塀
が
復
興
さ

れ
、
板
垣
内
西
部
に
南
宿
衛
屋
を
建
て
、
従
来
西
の
御
敷
地
に

あ
っ
た
斎
王
候
殿
が
外
玉
垣
と
板
垣
の
復
興
に
よ
っ
て
使
用
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
仮
建
の
斎
王
候
殿
を
東
の
御

敷
地
に
造
営
し
た
。
こ
の
斎
王
候
殿
は
、
同
五
年
に
本
建
築
に
改

め
ら
れ
、
四
丈
殿
と
改
称
さ
れ
た
。

（
3
）　

結
果
的
に
外
宮
禰
宜
等
の
未
曾
有
の
敗
訴
が
大
き
く
影
響
し
て
、

爾
後
、
外
宮
に
奉
仕
す
る
祠
職
中
、
濫
り
に
度
会
氏
を
称
す
る
者

が
絶
え
な
く
な
っ
た
。
後
世
「
承
応
の
神
訴
」
と
称
さ
れ
る
こ
の

一
件
は
、
外
宮
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
内
宮
の
禰
宜
等
に
と
っ
て
も

辛
酸
を
嘗
め
る
事
態
が
生
じ
た
。『
氏
富
記
』
に
よ
る
と
、
天
和

二
年
（
一
六
八
二
）
十
月
七
日
、
山
田
領
在
住
の
荒
木
田
姓
権
禰

宜
等
が
、
内
宮
の
番
直
を
奉
仕
し
た
い
旨
、
同
宮
の
禰
宜
に
請
願

し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
記
に
は
、
彼
ら
が
進
ん
で
朝
廷
及
び
幕

府
に
も
願
い
出
よ
う
と
す
る
由
の
風
聞
な
ど
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
翌
三
年
十
二
月
十
九
日
、
両
宮
禰
宜
は
相
議
し
て
、
荒

木
田
・
度
会
両
姓
と
異
姓
家
と
の
間
の
養
子
関
係
及
び
其
の
他
の

場
合
に
お
け
る
叙
爵
規
定
に
つ
い
て
協
定
し
、
翌
貞
享
元
年
九
月

八
日
、
布
告
を
発
し
た
。
外
宮
で
は
六
つ
の
規
定
を
設
け
庁
裁
六

章
と
し
、
内
宮
で
は
五
つ
の
規
定
、
即
ち
五
章
の
庁
裁
と
し
て
、

所
謂
『
貞
享
庁
宣
』
を
定
め
た
の
で
あ
っ
た
。
延
宝
三
年
（
一
六

七
五
）
四
月
に
精
長
が
大
宮
司
職
を
辞
し
て
既
に
九
年
が
経
過
し

て
い
た
。

（
4
）　

古
代
よ
り
室
町
時
代
中
期
ま
で
の
神
嘗
祭
で
は
、
太
政
官
か
ら
王

氏
（
親
王
で
な
い
皇
族
）、
神
祇
官
か
ら
中
臣
氏
、
忌
部
氏
、
卜

部
氏
の
四
姓
使
が
例
幣
使
と
し
て
差
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
江
戸
期

に
な
る
と
、
卜
部
氏
だ
け
が
参
向
し
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
。

中
川
経
雅
の
『
太
神
宮
儀
式
解
』
や
原
時
芳
の
『
内
宮
子
良
年
中

諸
格
雑
事
記
』
等
に
よ
る
と
、
河
越
氏
（
中
原
朝
臣
）
等
の
他
氏

が
王
の
代
役
王
代
を
、
さ
ら
に
忌
部
氏
も
衰
退
に
よ
り
真
継
氏

（
紀
朝
臣
）
等
の
他
氏
が
忌
部
代
を
務
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
5
）　

風
日
祈
宮
橋
南
詰
西
の
第
一
番
目
の
擬
宝
珠
（
風
日
祈
宮
寄
り
）

に
「
太
神
宮　

風
宮　

五
十
鈴
川
御
橋　

明
応
七
年
戊
午　

本
願

　

観
阿
弥
敬
白
」
と
い
う
銘
が
先
端
の
葱
花
部
分
に
刻
ま
れ
て
い

る
。
古
く
は
宇
治
橋
が
御
裳
濯
川
大
橋
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、

風
日
祈
宮
橋
は
五
十
鈴
川
橋
と
古
称
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
擬
宝
珠

は
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
に
山
田
奉
行
（
造
営
奉
行
）
岡
部
駿

河
守
勝
重
の
命
令
で
改
鋳
さ
れ
て
い
る
が
、
葱
坊
主
の
箇
所
は
明

応
七
年
（
一
四
九
八
）
当
時
の
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
「
本
願
」
と
あ
る
の
で
、
明
応
七
年
に
橋
が
完
成
し
架
橋
さ
れ

て
本
願
成
就
し
た
と
い
う
文
字
通
り
の
解
釈
で
差
し
支
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
そ
の
一
大
事
業
に
携
わ
っ
た
の
が
観
阿
弥
（
観
阿
と
も
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い
う
）
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
僧
侶
は
明
応
四
年
五
月
に
宇
治
橋

改
架
の
大
命
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
御
裳
濯
川
御
橋
（
宇
治

橋
）
が
腐
朽
し
て
、
今
に
も
頽た
い

落ら
く

す
る
ま
で
に
陥
り
、
こ
れ
ま
で

勧
進
聖
が
し
ば
し
ば
修
造
計
画
を
し
て
い
た
が
、
大
事
業
で
あ
る

か
ら
未
だ
に
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
内
宮

禰
宜
は
庁
宣
を
法
師
観
阿
弥
に
付
与
し
、
彼
の
諸
国
勧
進
に
期
待

し
た
。
喜
早
清
在
の
『
毎
事
問
』
や
薗
田
守
良
の
『
神
宮
典
略
』

に
よ
る
と
、
彼
は
真
言
派
の
山
伏
で
明
鏡
院
（
明
慶
院
と
も
い
う
）

と
称
し
た
よ
う
だ
が
、
同
法
師
は
宇
治
橋
造
替
勧
進
の
庁
宣
を
受

け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
後
の
明
応
七
年
に
は
風
日
祈
宮
橋

を
再
興
し
た
。
奇
し
く
も
同
年
の
正
月
、
三
年
前
に
あ
た
る
明
応

四
年
五
月
に
法
師
観
阿
弥
に
付
与
し
た
同
じ
内
容
の
内
宮
庁
宣
を

禰
宜
連
署
を
も
っ
て
守
悦
法
師
（
の
ち
に
初
代
慶
光
院
の
院
号
を

賜
る
守
悦
上
人
）
に
下
し
た
。
し
か
し
当
時
の
諸
街
道
に
は
多
く

の
関
が
あ
っ
て
交
通
を
妨
げ
て
い
た
た
め
、
勧
進
の
功
を
遂
げ
が

た
く
、
禰
宜
は
解
状
を
室
町
幕
府
に
進
め
、
諸
関
の
役
銭
を
免
除

し
て
通
路
を
開
通
さ
せ
て
ほ
し
い
旨
請
願
し
た
う
え
で
、
再
度
閏

十
月
重
ね
て
庁
宣
を
守
悦
に
付
与
し
た
。
史
実
は
さ
て
お
き
、
何

故
宇
治
橋
の
掛
け
替
え
の
命
を
受
け
た
観
阿
弥
が
風
日
祈
宮
橋
の

勧
進
に
切
り
替
え
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
確
で
な
い
。

　

し
か
し
『
毎
事
問
』
に
よ
る
と
、
法
師
観
阿
弥
は
こ
の
橋
の
北

の
方
、
子
良
館
の
辰
巳
に
居
住
し
て
、
往
来
の
参
詣
人
か
ら
施
し

を
受
け
て
い
た
。
そ
の
う
ち
世
上
で
は
彼
の
こ
と
を
風
宮
明
鏡
院

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
往
還
す
る
参
拝
者
か
ら
の
篤
志
を
徐
徐
に

蓄
え
、
明
応
七
年
に
風
日
祈
宮
橋
の
改
架
を
成
し
遂
げ
た
。
恐
ら

く
同
四
年
五
月
に
宇
治
橋
勧
進
の
内
宮
庁
宣
を
拝
受
し
た
彼
は
、

全
国
に
行
脚
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
伊
勢
に
滞
留
し
、
風
日
祈

宮
橋
の
造
替
に
方
針
を
切
り
替
え
、
三
年
の
間
風
日
祈
宮
前
の
河

原
に
仮
小
屋
を
建
て
て
、
参
詣
人
か
ら
の
寄
進
を
も
っ
て
造
営
費

用
を
集
積
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宇
治
橋
の
架
橋
は
自
ら
の
力

量
で
は
任
が
重
す
ぎ
た
の
か
、
内
宮
禰
宜
の
神
主
中
か
ら
差
し
替

え
の
指
図
が
あ
っ
た
の
か
、
は
た
ま
た
観
阿
弥
と
守
悦
と
の
間
で

ど
の
よ
う
な
交
渉
が
あ
っ
た
の
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず

れ
に
し
ろ
観
阿
弥
の
功
績
が
讃
え
ら
れ
て
、
近
世
・
近
代
を
通
じ

て
今
日
、
風
日
祈
宮
橋
南
詰
西
の
第
一
番
目
の
擬
宝
珠
に
名
が
残

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
真
言
派
山
伏
観
阿
弥
法
師
の
活
躍
に
よ
っ
て
風
日
祈

宮
橋
の
本
格
的
な
造
替
（
再
興
で
あ
ろ
う
）
が
執
り
行
わ
れ
た
の

だ
が
、
彼
の
子
孫
は
明
鏡
院
ま
た
は
大
日
坊
な
ど
と
称
し
て
、
こ

の
橋
の
畔
に
穀
屋
を
建
て
、
そ
こ
に
住
居
し
て
橋
の
管
理
と
簡
易

修
理
に
従
事
し
年
月
を
送
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
清
浄
な
宮

中
に
仏
僧
類
似
の
輩
が
い
つ
ま
で
も
安
居
し
、
風
紀
を
乱
す
の
は

不
都
合
で
あ
る
と
の
批
難
の
声
が
宮
中
の
内
外
を
問
わ
ず
高
く

な
っ
て
き
た
の
で
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
長
官
守
基
は
山
田

奉
行
水
谷
九
左
衛
門
光
勝
に
相
談
し
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
八
月
二

十
六
日
、
こ
の
穀
屋
の
取
り
壊
し
に
成
功
し
た
。
し
か
し
そ
の
後

ま
た
再
建
し
た
の
で
、
同
十
年
二
月
二
十
一
日
、
穀
屋
の
存
続
と

破
却
を
め
ぐ
っ
て
問
題
が
生
じ
た
。
こ
れ
に
対
し
慶
光
院
五
代
院

主
周
清
及
び
法
楽
舎
の
僧
が
陳
謝
し
、
ま
た
大
日
坊
か
ら
も
誓
書

が
内
宮
長
官
・
神
主
中
に
差
し
出
さ
れ
て
、
一
旦
存
続
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
で
事
済
み
に
な
っ
た
。

　

折
柄
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
十
二
月
に
宇
治
の
民
家
よ
り

出
火
し
た
火
の
手
が
延
焼
し
て
宮
中
の
諸
殿
舎
に
も
被
害
が
及
ん

だ
際
、
大
日
坊
の
穀
屋
も
火
災
を
被
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
機
に
岩
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井
田
村
（
現
在
の
宇
治
館
町
）
に
明
鏡
院
一
族
を
退
け
た
。

　

と
こ
ろ
が
風
宮
兵
庫
大
夫
と
名
を
改
め
師
職
と
な
り
宇
治
に
定

住
し
、
こ
の
後
も
永
く
祝ほ
う
り部
と
し
て
風
日
祈
宮
橋
の
架
橋
に
深
く

関
係
し
、
こ
の
橋
が
造
替
さ
れ
る
時
は
、
昔
の
屋
敷
跡
に
番
小
屋

を
建
て
る
の
が
慣
例
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
6
）　

御
祓
大
麻
配
札
の
問
題
は
、
御
祓
銘
論
や
両
宮
の
御
師
間
の
檀
家

争
奪
に
限
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
内
宮
宮
中
に
居
を
構
え
て

い
た
山
伏
が
御
祓
を
配
札
し
て
い
た
こ
と
も
大
問
題
で
あ
っ
た
。

寛
永
十
七
年
（
一
六
四
〇
）
に
は
宇
治
の
法
楽
舎
と
成
願
寺
と
の

勧
進
山
伏
が
山
田
の
御
師
三
日
市
兵
部
の
檀
所
へ
御
祓
を
配
り
、

次
い
で
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
に
も
成
願
寺
の
山
伏
が
同
寺
修

造
の
為
と
称
し
、
同
じ
く
三
日
市
大
夫
の
上
州
の
檀
家
に
御
祓
を

配
札
し
て
い
る
こ
と
が
発
覚
し
た
。
そ
こ
で
三
日
市
大
夫
か
ら
山

田
奉
行
に
訴
え
、
宇
治
・
山
田
の
会
合
の
年
寄
か
ら
宇
治
の
六
ヶ

寺
へ
申
し
渡
し
て
、
こ
れ
を
停
止
さ
せ
た
。

　

し
か
し
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
正
月
、
宇
治
の
六
ヶ
寺
が
山

田
奉
行
所
に
赴
き
、
奉
行
石
川
大
隅
守
に
御
祓
を
呈
し
た
。
奉
行

は
事
穏
や
か
な
ら
ず
と
し
て
、
こ
れ
を
停
止
す
る
よ
う
命
じ
た
と

こ
ろ
、
六
ヶ
寺
の
内
三
ヶ
寺
は
素
直
に
服
し
た
が
、
あ
と
の
三
ヶ

寺
は
却
っ
て
訴
状
を
奉
行
に
捧
げ
て
抗
弁
し
、
敢
え
て
下
ら
な

か
っ
た
。
山
田
三
方
は
こ
れ
を
知
っ
て
奉
行
に
抗
議
し
、
な
お
宇

治
会
合
の
年
寄
と
共
に
三
ヶ
寺
を
説
諭
し
た
が
応
じ
な
い
為
、
さ

ら
に
奉
行
所
に
出
訴
し
た
。
石
川
大
隅
守
は
内
済
を
以
て
事
を
解

決
し
よ
う
と
し
た
が
、
年
寄
は
不
服
と
し
て
京
都
へ
注
進
し
た
。

そ
し
て
二
月
に
大
宮
司
精
長
は
奉
行
所
を
訪
ね
て
陳
弁
し
、
や
が

て
奉
行
か
ら
三
ヶ
寺
へ
厳
命
を
下
す
こ
と
に
な
っ
て
、
漸
く
事
件

の
終
末
を
見
る
に
至
っ
た
。
御
祓
大
麻
配
札
問
題
を
巡
っ
て
、
大

宮
司
精
長
も
相
当
手
を
焼
い
て
い
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

（
神
宮
司
庁
　
広
報
室
広
報
課
係
長
）


